
 

感染性廃棄物処理業務委託仕様書 

 

この仕様書は、業務の概要を示すものであるから、軽微な部分または本書に記載のない

事項は地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院長（以下「発注者」と

いう。）と、受託者（以下「受注者」という。）は調整の上実施するものとする。 

 

１.目的 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令に従い、廃棄物を適正に処理

することによって生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

２.履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

３.廃棄物収集場所 

当院敷地内感染性廃棄物保管庫 

 

４.業務の内容 

受注者は発注者が保管する感染性産業廃棄物及び感染性一般廃棄物を、その種類に係

る廃棄物処分許可を受けた適正なリサイクルを行える処分場に運搬し、適正に処分する

こと。（予定数量については別紙のとおり） 

発注者が院内各所から保管庫に搬入し保管している感染性廃棄物を、受注者は週３回

程度定期的に収集、運搬するものとする。また、院内の感染状況により一時的に感染性

廃棄物が増加した場合は、発注者と協議の上、臨時の収集、運搬をするものとする。 

なお、収集容器梱包用のビニール袋や箱等については全て受注者が処分することとす

る。 

 

５.容器の種類 

項 用途 種類 容量 

① 鋭利なもの用 プラスチック又は金属製のもので

足踏み式のペダルボックスタイプ 

20Ｌ前後（15～25Ｌまで） 

② 鋭利なもの用 プラスチック又は金属製のもので

足踏み式のペダルボックスタイプ 

50Ｌ前後（40～60Ｌまで） 

③ 鋭利でないもの用 ダンボール箱で足踏み式のペダ

ルボックスタイプ 

50L前後（40～60Lまで） 

④ 鋭利でないもの用 ダンボール箱 70Ｌ前後（60～80Ｌまで） 



 

６.その他 

①  単価は、容器、袋、ペダル、収集、運搬、処分費等全てを含むものとする。 

②  業務の履行においては、低公害車（神奈川県生活環境の保全等に関する条例（平

成9年神奈川県条例第35号）第86条の2第4号に規定する「特定低公害車」をいう。）

の使用に努め、エコドライブを実施しなければならない。                   

※エコドライブとは、アイドリングストップの実施や急発進・急加速をしないなど、

環境に配慮した運転をいう。 

③  業務の履行については、廃棄物収集運搬に係る事業許可証を含む監督官庁の許可

証を得ていることとし、その写しを発注者に提出するものとする。後日許可事項を

変更したときも同様とする｡ 

④  産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、関連法令に則り処理を行うこと。 

⑤  契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を、契約期間中並びに契約終了

後においても第三者に漏らしてはならない。 

⑥  業務の実施にあたり、第三者の権利を侵害し、また、第三者との間に紛争が生じ

た場合は、受注者の費用と責任において解決する。 

⑦  発注者は感染性廃棄物の処分にあたっては、処分事業者との間に契約を結び、委

託料の支払いは受注者を通じて行うものとする。また、その場合に受注者は、事前

に処分にかかる許可証の写しを発注者に対し提出すること。 

⑧  受注者は、発注者から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはなら

ない。 

⑨  ビニール袋の厚さは、0.04ｍｍ～0.06ｍｍのものとする。 

⑩  院内に配置する収集容器は保管庫に常備する。 

⑪  足踏み式ペダルボックスタイプの容器については、20Ｌ前後用及び50Ｌ前後用の

ペダルを発注者に必要数貸与する。（ 鋭利なもの用20Ｌ前後用40台、鋭利なもの用

50Ｌ前後用50台程度、鋭利でないもの用50Ｌ前後用10台程度） 

⑫  受注者は、本業務を他者から引き継ぐ場合または本業務を他者へ引き継ぐ場合の

貸与物品の入替等について、病院運営に支障をきたさないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

 

令和６年度 感染性廃棄物処理業務委託 内訳 

項 用途 容量 予定数量(ℓ) 

①  鋭利なもの用 20Ｌ前後 14,400 

②  鋭利なもの用 50Ｌ前後 97,200 

③  鋭利でないもの用 50Ｌ前後 19,200 

④  鋭利でないもの用 70Ｌ前後 804,000 

 

１ 収集・運搬料、処分料等一切の費用は契約単価に反映させること。 

２ 予定数量は積算の目安とするための概算であり、契約により約定する数量

では無いので注意すること。 

 

 

 


